
【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 C-7-5

事 業 名 水産業共同利用施設復興整備事業（広田地区）

事 業 費 総額 170,308 千円（国費：127,818 千円）

（内訳：委託料 16,252 千円、工事請負費 154,056 千円）

事業期間 平成２８年度 ～ 令和元年度

事業目的

防災集団移転促進事業による移転跡地を有効利用した共同利用漁具倉庫を整備するこ

とで、基幹的地場産業である漁業の早期復興を図り、関連産業振興と定住促進を目的とす

るもの。

事業地区

広田地区 ※別紙の図面・写真を参照

事業結果〔概要〕

平成２８年度 建築設計業務（泊地区、六ヶ浦地区） 一式

平成２９年度 建築工事及び設計監理（泊地区、六ヶ浦地区） 一式

平成３０年度 建築工事及び設計監理（六ヶ浦地区） 一式

令和元年度 外壁塗装（六ヶ浦地区） 一式

（工事概要）

泊地区

構造：木造平屋建 延床面積 587.71 ㎡

六ヶ浦地区

構造：木造平屋建 延床面積 161.47 ㎡

事業の実績に関する評価

当該事業により共同利用倉庫が整備され、漁業者の利用に供することにより地域の漁業

の復旧及び振興に資することができたと考えられる。

各種調査・分析・評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

当該施設は、利用希望のあった漁業者に利用されており、漁業活動の効率性の向上

が図られている。

【共同利用倉庫利用者数】

泊地区：７名 只出地区：３名

② コストに関する調査・分析・評価

事業実施前に内容を精査し、適正に競争入札を実施していることや、積算基準を利

用するなどの適切な算定根拠に基づいた設計を行っていること等により適正なコス

トと認められる。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

設計については想定した工程通りに進捗した。本工事について泊地区は想定した工

程で進捗したが、六ヶ浦地区については軟弱地盤であったため、地盤改良工事を実施

する必要があり、工事中止を行い、工程に遅れが生じた。

地盤改良後については概ね想定通りの工期で完了した。



【泊地区】

【六ヶ浦地区】

事業担当部局

陸前高田市地域振興部水産課 電話番号：0192-54-2111（内線 451）

想 定 さ れ る 事 業 期 間 実 際 の 事 業 期 間

設計業務 平成２８年度 平成２８年度

建築工事 平成２９年度 平成２９年度

想 定 さ れ る 事 業 期 間 実 際 の 事 業 期 間

設計業務 平成２８年度 平成２８年度

建築工事 平成２９年度 平成２９年度～令和元年度



＜位置図＞

C-7-5 水産業共同利用施設復興整備事業（広田地区）【六ヶ浦】

C-7-5 水産業共同利用施設復興整備事業（広田地区）【泊】
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【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 D-21-2

事業名 下水道事業（今泉地区新市街地雨水排水管等整備事業）

事業費 1,743,836 千円（国費:1,307,873 千円）

（内訳：委託料 1,734,355 千円、工事請負費 9,481 千円）

事業期間 平成 28 年度～令和 3年度

事業目的・事業地区

平成５年度から整備してきた公共下水道区域のほとんどが津波･地震により被

災し、今後災害に強い安全なまちづくりの促進に向けて、新たなまちつくりに

対応した雨水管路等の整備を行う。

事業結果

本事業は今泉地区の公共下水道事業としての基幹事業であり、都市下水路を再

編整備したものである。

整備延長 L=3,105m

雨水本管 L=1,386m 雨水マンホール工 N=41 箇所 カルバート工

L=1,719m 河川放流口 N=1 式

事業の実績に関する評価

本事業で津波・地震により被災した都市下水路を再編整備したことにより、災害に強

いライフラインの整備が行われたと評価できる。

各種調査・分析・評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

本事業で区画整理事業に伴う新たな都市下水路を再編整備したことで、生活のライ

フラインが整備され、市民生活の復興の促進に寄与したものと考えられ、有用な事

業であったと評価できる。

② コストに関する調査・分析・評価

委託費の積算は岩手県の積算基準等に基づいており、コストは妥当であると評価

できる。また本事業は独立行政法人都市再生機構に事業委託して実施しており、事

業の経済性やコスト緊縮に努めた発注がなされている。また、復興 CM 方式で事業が

行われ、オープンブック方式により透明性のあるコスト採用もされたことから適正

であったと評価できる。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

本事業は独立行政法人都市再生機構に事業委託し、復興 CM 方式で事業が行われた

ため、効率よく事業が行われたものと評価できる。

本工事は上述の理由により今泉地区公共下水道事業の基幹事業であり、区画整理事

業の盛土工事や効果促進事業と同時進行的に効率的に行われたことから事業手法と

しては適正であると評価できる。

事業担当部局

陸前高田市建設部土地活用推進課 電話番号：0192-54-2111（内線 432）

想定した事業期間 実際の事業期間

用地取得補償 平成 28 年度～令和元年度 平成 28 年度～令和元年度

工事 平成 28 年度～令和 2年度 平成 28 年度～令和 3年度



（位置図）



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 D-21-3

事業名 下水道事業（高田地区新市街地雨水排水管等整備事業）

事業費 4,682,010 千円（国費:3,511,503 千円）

（内訳：委託料 4,678,204 千円、補償補填及び賠償金：2,593 千円、用地費：

1,213 千円）

事業期間 平成２８年度～令和２年度

事業目的・事業地区

平成５年度から整備してきた公共下水道区域のほとんどが津波･地震により被

災し、今後災害に強い安全なまちづくりの促進に向けて、新たなまちつくりに

対応した雨水管路等の整備を行ったものである。

事業結果

本事業により都市下水路を再編整備した。

雨水本管 L=8,323m 雨水マンホール工 N=178 箇所 カルバート工 L=858m

河川放流工 N=1 式、地下水位低下工 N=1 式

事業の実績に関する評価

本事業で津波・地震により被災した都市下水路を再編整備したことにより、災害に強

いライフラインの整備が行われたと評価できる。

各種調査・分析・評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

本事業で区画整理事業に伴う新たな都市下水路を再編整備したことで、地権者の利

便性が向上し復興の促進に寄与したものと評価できる。

② コストに関する調査・分析・評価

委託費の積算は岩手県の積算基準等に基づいており、コストは妥当であると評価で

きる。また本事業は独立行政法人都市再生機構に事業委託して実施しており、事業の

経済性やコスト緊縮に努めた発注がなされている。また、復興 CM 方式で事業が行わ

れ、オープンブック方式により透明性のあるコスト採用もされたことから適切であっ

たと評価できる。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

本事業は独立行政法人都市再生機構に事業委託し、復興 CM 方式で事業が行われた

ため、効率よく事業が行われたものと評価できる。事業手法としては上述した理由に

より妥当であったものと評価できる。

事業担当部局

陸前高田市建設部土地活用推進課 電話番号：0192-54-2111（内線 432）

想定される事業期間 実際の事業期間

調査設計業務 平成 28 年度～令和 2年度 平成 28 年度～令和 2年度

工事 平成 28 年度～令和 2年度 平成 28 年度～令和 2年度



（位置図）



運動施設区域埋設物等撤去事業区域 



(2)被災前、被災後の航空写真

２．被災状況

被災直後：第一野球場、第二野球場、サッカー場等が水没している。 

②被災直後状況（2011 年 03 月 14 日）

被災後約４年半後：防潮堤が整備されつつある。 

④被災約４年半後状況（2015 年 11 月 13 日）

被災後約１年後：工事用仮設道路が建設されているが、水没箇所はほとんど変化していない。 

③被災約１年後状況（2012 年 04 月 14 日） 

①被災前状況（2010 年 07 月 23 日）
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【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 ◆Ｄ-17-4-5

事業名 運動施設区域埋設物等撤去事業

事業費 総額 360,179 千円（国費 288,143 千円）

（内訳：補償補填及び賠償金 14,992 千円、工事請負費 345,187 千円）

事業期間 平成 28 年度～令和元年度

事業目的・事業地区

陸前高田市の海岸低地部は、被災前は市の都市公園（高田松原公園 69.7ha）が整備さ

れ、公園背後には市の中心市街地が形成されていた。高田松原公園は、野球場など各種文

化体育施設が整備され、市及び県内からの利用者が訪れる施設であった。しかし、震災に

おける著しい地盤沈下と津波による破壊によって、東北地方沿岸の中でも象徴的被害を受

けたところである。

本事業は、従来整備されていた文化体育施設を移転、復旧するものとし、市街地等と連

携した地域住民の憩いの場として、都市再生区画整理事業と一体的に整備するものであ

る。

当該エリア（津波浸水区域）には既存の地下埋設物（上・下水管等）が存在し、文化体

育施設の整備に当たり既埋設管を現状のまま盛土工事を実施した場合には、管渠が潰れ、

施設区域内において陥没等発生するおそれがあることから、本事業により既設埋設管等の

撤去工事を行うことを目的とする。

事業結果

・平成 28～29 年度 撤去工事（第 1 期） Ａ＝16,000 ㎡

・平成 30～31 年度 撤去工事（第 2 期） Ａ＝2,220 ㎡

・令和元年度 撤去工事（第 3 期） Ａ＝3,510 ㎡

事業の実績に関する評価

本事業により既設埋設管等の撤去工事を行うことは、流失した文化体育施設の復旧を行

うにあたり、陥没等発生する可能性を排除するため非常に重要な事業であり、安全かつ安

心して利用できる施設を整備することができる。

各種調査・分析・評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

文化体育施設の復旧は市全体並びに当該地区の復興はもちろん、地域住民の健康

増進に資する場・憩いの場として市街地と一体的に整備するものであり、本事業に

より当該地区の既設埋設管等の撤去工事を行うことは事業の有用性が高いものと評

価できる。

② コストに関する調査・分析・評価

本事業の設計・積算にあたっては、土木工事標準積算基準等の適切な算定根拠を

用いていること、陸前高田市財務規則等に基づき適正に工事の入札事務を実施して

いること等により、本事業のコストは妥当であると評価できる。



③ 事業手法に関する調査・分析・評価

第 3 期工事は、隣接する国道 45 号仮設道の撤去の遅れに伴い若干の遅れが生じたも

のの、第 1 期及び第 2 期工事共に概ね予定どおり事業を進めることができたため、全体

を通して問題ないものと評価できる。

事業担当部局

陸前高田市建設部土地活用推進課 電話 0192-54-2111（内線 432）

項目 想定される事業期間 実際の事業期間

撤去工事（第 1 期） Ｈ28.10～Ｈ29.9 Ｈ28.9.2～Ｈ29.11.10

撤去工事（第 2 期） Ｈ30.10～Ｒ元.6 Ｈ30.7.19～Ｈ31.4.26

撤去工事（第 3 期） Ｒ元.7～12 Ｒ2.2.7～Ｒ2.3.19



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 B-3-2

事 業 名 今泉放課後児童クラブ整備事業

事 業 費 総額 24,651 千円（国費：18,507 千円）

（内訳：委託料 1,010 千円、工事請負費 23,641 千円）

事業期間 平成２８年度 ～ 平成３０年度

事業目的・事業地区（別紙の図面・写真を参照）

震災後市内において、子どもの養育施設及び保護者の子育て相談や交流の場が不足して

いる状況において、児童が安心して過ごせる場所として放課後児童クラブが必要であり、

震災後に保護者の要望から気仙町地区に設立した。

旧長部小学校では継続的な使用が見込めないことや新設小学校にスペース確保が難し

く、児童の安全確保の確保から隣接に再建する今泉保育所に併設する。

事業結果〔概要〕

平成３１年１月供用開始

今泉保育所 909.18 ㎡のうち当該事業分 80.28 ㎡

事業の実績に関する評価
今泉保育所（令和元年４月から施設名を気仙保育所変更）に併設することにより、

震災後市内に不足している子どもの養育施設及び保護者の子育て相談や交流の場を
確保し、被災地における子育て支援を効果的に実施している。

各種調査・分析・評価
① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

再建した今泉保育所に併設することにより、利用者の利便性を図り施設を効率的
に活用している。
活動状況

※平成 30 年度は、旧長部小学校の開設日数を含む。

② コストに関する調査・分析・評価

積算基準を利用するなどの適切な算定根拠に基づいた設計を行っていること及

び、災害復旧事業を組み合せた事業実施し同時発注することにより、単独施設とし

て建設するより工事費等において削減が図られた。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

※平成 31 年 1 月 開所

事業担当部局

陸前高田市福祉部子ども未来課 電話番号 0192-54-2111（内線 254）

区分 平成 30 年度 令和元年度

登録児童数 10 人 10 人

開設日数 285 日 279 日

区 分 想定される事業期間 実際の事業期間

設計業務 平成 28 年度 平成 28 年度～平成 29 年度

本体工事 平成 29 年度～平成 30 年度 平成 29 年度～平成 30 年度



事業実施位置

基幹事業

効果促進事業

浸水区域

地区界

別 紙

B-3-2 今泉放課後児童クラブ整備事業

◆B-3-2-1 今泉放課後児童クラブ整備事業（効果促進事業）



平面図



求積図



児童クラブ専用

室①

児童クラブ専用

室②

事務室①



事務室②

静養室①

静養室②



HWC

WC



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 D-2-1

事業名 区画整理関連道路事業（今泉地区）

事業費 50,083 千円（国費:41,317 千円）

（内訳：委託料 50,083 千円）

事業期間 平成３０年度～令和２年度

事業目的・事業地区

区画整理事業に伴う高台住宅とかさあげを行う新市街地とを結ぶ道路ネット

ワークの構築及び災害時における避難路の軸線として、区画整理事業の進捗に

併せ整備をすすめるもの

事業結果

路線名 ：町森の前線

延 長 ：L=73.5ｍ

幅 員 ：W=17ｍ

供用開始：令和 2年 12 月

事業の実績に関する評価

本事業で高台と新市街地を繋ぐ道路の築造を区画整理事業の進捗と合わせて行ったこ

とで避難路の軸線となる道路ネットワークの構築ができ、復興事業の促進に寄与したもの

と評価できる。

各種調査・分析・評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

本事業は高台と新市街地を繋ぐ避難路の軸線としての道路ネットワークの構築を

行ったものであり、災害に強いまちづくりの一環として事業として有用であるものと

考えられる。同路線は隣接する姉歯橋の供用開始に合わせて供用され両地区の流通が

容易になり、災害に強い交通網を構築することができたと評価できる。

② コストに関する調査・分析・評価

委託費の積算は岩手県の積算基準等に基づいており、コストは妥当であると評価

できる。また本事業は独立行政法人都市再生機構に事業委託して実施しており、事

業の経済性やコスト緊縮に努めた発注がなされている。また、復興 CM 方式で事業が

行われたことからオープンブック方式により透明性のあるコスト採用もされた。

従ってコストについては適正だったものと評価できる。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

本事業は独立行政法人都市再生機構に事業委託し、復興 CM 方式で事業が行われた

ため、効率よく事業が行われたものと評価できる。

事業期間についても隣接する姉歯橋との調整もあり 1年ほど延伸したが、概ね妥

当な事業期間だったものと評価できる。

事業担当部局

陸前高田市建設部土地活用推進課 電話番号：0192-54-2111（内線 432）

想定される事業期間 実際の事業期間

調査設計 平成 30 年度 平成 30 年度

工事 平成 30 年度～令和元年度 平成 30 年度～令和 2年度



（位置図）



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 D-2-2

事業名 区画整理関連道路事業（高田地区）

事業費 7,706,232 千円（国費:6,357,638 千円）

（内訳：委託料 7,706,232 千円）

事業期間 平成 29 年度～令和 2年度

事業目的・事業地区

高田地区において区画整理事業に伴う高台住宅とかさあげを行う新市街地と

を結ぶ道路ネットワークの構築及び災害時における避難路の軸線として、区画

整理事業の進捗に併せ整備をすすめるもの

事業結果

整備路線 延長 幅員

大石沖脇の沢線 2,551m 17.5m～20m

町森の前線 348m 17m

裏田中和野線 819m 25m

西和野山苗代線 499m 14m

事業の実績に関する評価

本事業で高台と新市街地を繋ぐ道路の築造を区画整理事業の進捗と合わせて行った

ことで避難路の軸線となる道路ネットワークの構築ができ、復興事業の促進に寄与した

ものと評価できる。

各種調査・分析・評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

本事業は高台と新市街地を繋ぐ避難路の軸線としての道路ネットワークの構築を

行ったものである。大石脇の沢線については市内を東西につなぐネットワーク道路と

して整備され、裏田中和野線は市内のメインの避難路として機能し、町森の前線は今

泉地区と繋がる重要なネットワーク道路であり、西和野山苗代線は裏田中和野線と繋

がる道路である。本事業により災害に強い利便性の良い道路を構築することができた

と評価する。

② コストに関する調査・分析・評価

委託費の積算は岩手県の積算基準等に基づいており、コストは妥当であると評価で

きる。また本事業は独立行政法人都市再生機構に事業委託して実施しており、事業の

経済性やコスト緊縮に努めた発注がなされている。また、復興 CM 方式で事業が行わ

れたことからオープンブック方式により透明性のあるコスト採用もされた。上記によ

り本事業費としては妥当なものと評価できる。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

本事業は独立行政法人都市再生機構に事業委託し、復興 CM 方式で事業が行われた

ため、効率よく事業が行われたものと評価できる。

事業期間としては概ね予定通り進捗したことから妥当と評価できる。

想定される事業期間 実際の事業期間

用地補償 平成 29 年度～平成 30 年度 平成 29 年度～平成 30 年度

工事 平成 29 年度～令和 2 年度 平成 29 年度～令和 2 年度



（位置図）

事業担当部局

陸前高田市建設部土地活用推進課 電話番号：0192-54-2111（内線 432）



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 A-2-8

事業名 気仙・長部統合小学校屋外運動場整備事業

事業費 18,637 千円（国費 12,423 千円）

（内訳 工事請負費 18,637 千円）

事業期間

平成 29 年度～平成 30 年度

事業目的・事業地区

震災により被災した気仙小学校を復旧するにあたり、将来の児童数の推移を見据えなが

ら、児童の安全と教育環境の充実、まちづくりとの連動を観点として平成 28 年 4 月に長

部小学校との統合、新設を計画した。

本事業は、校舎の新築移転に併せ、学校再建に必要な屋外運動場を整備しようとするも

のである。

事業結果

H29～30 年度 建築工事一式

事業の実績に関する評価

津波により被災した気仙小学校については、災害復旧（安全な場所への新築移転）の対

象となるが、津波被災を受けていない長部小学校分については災害復旧の対象外となるこ

とから、本事業により整備を行った。平成 31 年 1 月より校舎の利用を開始した。

本事業においては、屋外運動場整備工事を実施している。

各種調査・分析・評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

児童数の状況（各年 5 月 1 日現在）

在籍児童数の状況は前記のとおり。また、津波浸水区域外へ建設されたことにより、

地区の避難所として、津波災害時にも児童が校内で安全に待機することができるよう

になった。

② コストに関する調査・分析・評価

陸前高田市会計規則等に基づき適正に工事の競争入札を実施していることや事業

費積算においては土木工事標準積算基準書等の適正な算定根拠を用いていることな

どにより、適正なコストと認められる。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

被災市街地復興土地区画整理事業地内での建設となったため、同事業の進捗状況の

影響により、想定より事業着手に遅れが生じた。

災害復旧事業と一体的に事業実施したことにより、効率的な事業執行が行われたも

のと評価できる。

事業担当部局

陸前高田市教育委員会事務局管理課 電話番号 0192-54-2111（内線 552）

年度 H30 R1 R2

児童数 54 人 52 人 49 人

想定される事業期間 実際の事業期間

工事 H29.5 月～H30.12 月 H29.7.24～H30.12.14





【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 ◆A-2-8-1

事業名 気仙・長部統合小学校外構整備事業

事業費 総額 57,879 千円（国費 51,060 千円）

（内訳 工事請負費 57,879 千円）

事業期間

平成 29 年度～平成 30 年度

事業目的・事業地区

震災により被災した気仙小学校を復旧するにあたり、将来の児童数の推移を見据えなが

ら、児童の安全と教育環境の充実、まちづくりとの連動を観点として平成 28 年 4 月に長

部小学校との統合、新設を計画した。

本事業は、校舎の災害復旧による新築移転に併せ、統合新設による学校再建に必要な屋

外排水、駐車場舗装等の外構整備を実施するものである。

事業結果

H29～30 年度 建築工事一式

事業の実績に関する評価

津波により被災した気仙小学校については、災害復旧（安全な場所への新築移転）の

対象となるが、津波被災を受けていない長部小学校分については災害復旧の対象外とな

ることから、本事業により整備を行った。平成 31 年 1 月より校舎の利用を開始した。

本事業においては、基幹事業により実施する屋外運動場整備工事の効果促進事業とし

て、囲障、屋外排水、構内舗装等の外構整備工事を実施している。

各種調査・分析・評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

児童数の状況（各年 5 月 1 日現在）

在籍児童数の状況は前記のとおり。また、津波浸水区域外へ建設されたことによ

り、地区の避難所として、津波災害時にも児童が校内で安全に待機することができ

るようになった。

② コストに関する調査・分析・評価

陸前高田市会計規則等に基づき適正に工事の競争入札を実施していることや事業

費積算においては土木工事標準積算基準書等の適正な算定根拠を用いていることな

どにより、適正なコストと認められる。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

被災市街地復興土地区画整理事業地内での建設となったため、同事業の進捗状況の

影響により、想定より事業着手に遅れが生じた。

災害復旧事業と一体的に事業実施したことにより、効率的な事業執行が行われたも

のと評価できる。

年度 H30 R1 R2

児童数 54 人 52 人 49 人

想定される事業期間 実際の事業期間

工事 H29.5 月～H30.12 月 H29.7.24～H30.12.14



事業担当部局

陸前高田市教育委員会事務局管理課 電話番号 0192-54-2111（内線 552）



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 A-2-9

事業名 気仙・長部統合小学校太陽光発電設備整備事業

事業費 28,565 千円（国費 21,421 千円）

（内訳 工事請負費 28,565 千円）

事業期間

平成 27 年度～平成 30 年度

事業目的・事業地区

震災により被災した気仙小学校を復旧するにあたり、将来の児童数の推移を見据えなが

ら、児童の安全と教育環境の充実、まちづくりとの連動を観点として平成 28 年 4 月に長

部小学校との統合、新設を計画した。

本事業は、校舎の新築移転に併せ、災害発生等の停電時における非常用電力を確保する

ため、太陽光発電設備を整備しようとするものである。

事業結果

H29～30 年度 建築工事一式

事業の実績に関する評価

津波により被災した気仙小学校については、災害復旧（安全な場所への新築移転）の

対象となるが、津波被災を受けていない長部小学校分については災害復旧の対象外とな

ることから、本事業により整備を行った。平成 31 年 1 月より校舎の利用を開始した。

本事業においては、新築工事（太陽光発電設備設置分）を実施している。

各種調査・分析・評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

気仙小学校は災害時における避難所として指定されているが、太陽光発電設備の整

備により、災害による停電時においても非常用電源が確保され、生徒及び教職員の活

動の安全が確保されるとともに、避難所機能の充実が図られた。

② コストに関する調査・分析・評価

陸前高田市会計規則等に基づき適正に工事の競争入札を実施していることや事業

費積算においては土木工事標準積算基準書等の適正な算定根拠を用いていることな

どにより、適正なコストと認められる。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

被災市街地復興土地区画整理事業地内での建設となったため、同事業の進捗状況の

影響により、想定より事業着手に遅れが生じた。

災害復旧事業と一体的に事業実施したことにより、効率的な事業執行を図り、予定

した工期内に完成することができた。

また、小学校 2 校の新設統合としたことにより、施設維持管理費の縮減が図られ、

効率よく事業が行われたものと評価できる。

事業担当部局

陸前高田市教育委員会事務局管理課 電話番号 0192-54-2111（内線 522）

想定される事業期間 実際の事業期間

工事請負費 H29.5 月～H30.12 月 H29.7 月～H30.12 月



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 A-2-10

事業名 気仙・長部統合小学校水泳プール上屋新築整備事業

事業費 58,207 千円（国費 38,803 千円）

（内訳 工事請負費 58,207 千円）

事業期間

平成 29 年度～平成 30 年度

事業目的・事業地区

震災により被災した気仙小学校を復旧するにあたり、将来の児童数の推移を見据えなが

ら、児童の安全と教育環境の充実、まちづくりとの連動を観点として平成 28 年 4 月に長

部小学校との統合、新設を計画した。

本事業は、校舎の新築移転に併せ、災害復旧により整備する屋外水泳プールについて、

利用期間の延長等を図るため、上屋を整備しようとするものである。

事業結果

H29～30 年度 建築工事一式

事業の実績に関する評価

津波により被災した気仙小学校については、災害復旧（安全な場所への新築移転）の

対象となるが、津波被災を受けていない長部小学校分については災害復旧の対象外とな

ることから、本事業により整備を行った。平成 31 年 1 月より校舎の利用を開始した。

本事業においては、屋外水泳プールの上屋（面積 424.57 ㎡ 水面積 231.7 ㎡）を

整備している。

各種調査・分析・評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

児童数の状況（各年 5 月 1 日現在）

在籍児童数の状況は前記のとおり。プール上屋の設置により、天候の影響を受ける

ことなく水泳の授業を実施することが可能となり、プール施設の効果的な利用と授業

実施の効率化が図られた。

② コストに関する調査・分析・評価

陸前高田市会計規則等に基づき適正に工事の競争入札を実施していることや事業

費積算においては土木工事標準積算基準書等の適正な算定根拠を用いていることな

どにより、適正なコストと認められる。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

災害復旧事業と一体的に事業実施したことにより、効率的に事業を執行することが

でき、概ね予定どおり事業を進めることができた。

また、小学校 2 校の新設統合としたことにより、施設維持管理費の縮減が図られた。

年度 H30 R1 R2

児童数 54 人 52 人 49 人

想定される事業期間 実際の事業期間

工事請負費 H29.5 月～H30.12 月 H29.7.24～H30.12.14



事業担当部局

陸前高田市教育委員会事務局管理課 電話番号 0192-54-2111（内線 522）



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 A-1-3

事業名 気仙・長部統合小学校整備事業（屋内運動場整備事業）

事業費 125,697 千円（国費 94,269 千円）

（内訳 工事請負費 125,697 千円）

事業期間

平成 29 年度～平成 30 年度

事業目的・事業地区

震災により被災した気仙小学校を復旧するにあたり、将来の児童数の推移を見据えなが

ら、児童の安全と教育環境の充実、まちづくりとの連動を観点として平成 28 年 4 月に長

部小学校との統合、新設を計画した。

本事業は、校舎の新築移転に併せ、学校再建に必要な屋内運動場建物を整備しようとす

るものである。

事業結果

H29～30 年度 建築工事一式

事業の実績に関する評価

津波により被災した気仙小学校については、災害復旧（安全な場所への新築移転）の

対象となるが、津波被災を受けていない長部小学校分については災害復旧の対象外とな

ることから、本事業により整備を行った。平成 31 年 1 月より校舎の利用を開始した。

本事業においては、屋内運動場整備工事を実施している。

各種調査・分析・評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

児童数の状況（各年 5 月 1 日現在）

在籍児童数の状況は前記のとおり。また、津波浸水区域外へ建設されたことにより、

地区の避難所として、津波災害時にも児童が校内で安全に待機することができるよう

になった。

② コストに関する調査・分析・評価

陸前高田市会計規則等に基づき適正に工事の競争入札を実施していることや事業

費積算においては土木工事標準積算基準書等の適正な算定根拠を用いていることな

どにより、適正なコストと認められる。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

災害復旧事業と一体的に事業実施したことにより、効率的に事業を執行することが

でき、概ね予定どおり事業を進めることができた。

また、小学校 2 校の新設統合としたことにより、施設維持管理費の削減が図られ、

効率的な事業執行が行われたものと評価できる。

年度 H30 R1 R2

児童数 54 人 52 人 49 人

想定される事業期間 実際の事業期間

工事 H29.5 月～H30.12 月 H29.7 月～H30.12 月



事業担当部局

陸前高田市教育委員会事務局管理課 電話番号 0192-54-2111（内線 552）



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 A-2-11

事業名 高田小学校プール上屋新築整備事業

事業費 82,653 千円（国費 55,098 千円）

（内訳 工事請負費 82,653 千円）

事業期間

平成 29 年度～令和元年度

事業目的・事業地区

高田小学校については、被災市街地復興土地区画整理事業により計画する道路が校舎等

の一部にかかるため、また、高田小学校の現在所在する敷地は、市役所新庁舎の建設予定

地であるため、移転新築を行う。校舎等は移転補償費を財源とし、プールについては平成

23 年の被災を受けて全壊しており、災害復旧費を財源として整備する。

本事業は、校舎の新築移転に併せ、災害復旧により整備する屋外水泳プールについて、

利用期間の延長等を図るため、上屋を整備しようとするものである。

事業結果

H29～31 年度 建築工事一式

事業の実績に関する評価

高田小学校の旧校舎等は、被災市街地復興土地区画整理事業の支障物件であることか

ら、同事業により高台に移転新築し、令和元年 8 月から新校舎の利用を開始した。津波に

より被災したプールについては、災害復旧事業により校舎の移転新築と併せて高台に整備

した。

本事業においては、利用期間の延長等を図るため、屋外水泳プールの上屋（建築面積

949.23 ㎡ 水面積 337.5 ㎡）を整備した。

各種調査・分析・評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

在籍児童数の状況は前記のとおり。プール上屋の設置により、天候の影響を受ける

ことなく水泳の授業を実施することが可能となり、校外のプール施設に移動しての授

業実施が解消された。

児童数の状況（各年 5 月 1 日現在）

② コストに関する調査・分析・評価

陸前高田市会計規則等に基づき適正に工事の競争入札を実施していることや事業

費積算においては土木工事標準積算基準書等の適正な算定根拠を用いていること

などにより、適正なコストと認められる。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

設計、工事とも概ね予定どおり事業を進めることができた。

旧校舎の用地に予定されていた市役所新庁舎の建設に影響が生じることなく工期

内に実施することができた。

新校舎の移転新築、災害復旧事業と一体的に施工したことにより、効率的な事業執

行が図られた。

年度 R1 R2

児童数 171 人 173 人



事業担当部局

陸前高田市教育委員会事務局管理課 電話番号 0192-54-2111（内線 552）

想定される事業期間 実際の事業期間

設計業務委託 H29.11 月～H30.3 月 H30.1.18～H30.3.20

工事 H30.3 月～R1.8 月 H30.3.5～R1.6.14



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 ◆B-3-2-1

事 業 名 今泉放課後児童クラブ整備事業（効果促進）

事 業 費 総額 2,062 千円（国費：1,779 千円）

（内訳：工事請負費 2,062 千円）

事業期間 平成２８年度 ～ 平成３０年度

事業目的・事業地区（別紙の図面・写真を参照）

震災後市内において、子どもの養育施設及び保護者の子育て相談や交流の場が不足して

いる状況において、児童が安心して過ごせる場所として放課後児童クラブが必要であり、

震災後に保護者の要望から気仙町地区に設立した。

旧長部小学校では継続的な使用が見込めないことや新設小学校にスペース確保が難し

く、児童の安全確保の確保から隣接に再建する今泉保育所に併設する。

事業結果〔概要〕

平成３１年１月供用開始

今泉保育所 4,000 ㎡のうち当該事業分 352 ㎡

事業の実績に関する評価
今泉保育所（令和元年４月から施設名を気仙保育所変更）に併設することにより、

震災後市内に不足している子どもの養育施設及び保護者の子育て相談や交流の場を
確保し、被災地における子育て支援を効果的に実施している。

各種調査・分析・評価
① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

再建した今泉保育所に併設することにより、利用者の利便性を図り施設を効率的
に活用している。
活動状況

※平成 30 年度は、旧長部小学校の開設日数を含む。

② コストに関する調査・分析・評価

積算基準を利用するなどの適切な算定根拠に基づいた設計を行っていること及

び、災害復旧事業を組み合せた事業実施し同時発注することにより単独施設として

建設するより工事費等において削減が図られた。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

※平成 31 年 1 月 開所

事業担当部局

陸前高田市福祉部子ども未来課 電話番号 0192-54-2111（内線 254）

区分 平成 30 年度 令和元年度

登録児童数 10 人 10 人

開設日数 285 日 279 日

区 分 想定される事業期間 実際の事業期間

設計業務 平成 28 年度 平成 28 年度～平成 29 年度

本体工事 平成 29 年度～平成 30 年度 平成 29 年度～平成 30 年度



事業実施位置

基幹事業

効果促進事業

浸水区域

地区界

別 紙

B-3-2 今泉放課後児童クラブ整備事業

◆B-3-2-1 今泉放課後児童クラブ整備事業（効果促進事業）



平面図



求積図
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児童クラブ専用
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事務室②
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玄関外

外構南面



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 ◆D-17-4-6

事業名 高田地区区画整理事業関連排水路整備事業

事業費 543,353,675 円（国費：434,679,000 円）

（内訳：委託料：113,352 千円、工事請負費：324,667 千円、用地取得費：103,372

千円、補償補填及び賠償金：1,963 千円）

事業期間 平成 29 年度～令和 2年度

事業目的・事業地区

高田地区土地区画整理事業に伴う宅地整備に伴い、高台よりの雨水流出量が増加

することから、流末となる準用河川小泉川について排水可能な河川断面確保のた

め改修を行ったもの

事業結果

平成 29 年度～令和元年度までに事業に必要な用地買収や補償業務を行い、平成

30 年度から令和年度まで河川改修工事を行い、流末の河川断面を確保した。

河川改修延長 L=約 216m

事業の実績に関する評価

本市では高台の大規模造成に伴い流末の準用河川小泉川の河川改修が急務であった。

用地買収においては県外の地権者も多く、不測の時間を要してしまったが事業に対する

理解を得ることができ必要な用地を確保することが出来た。実際の施工に関しては本河

川は地下水位が非常に高く、仮設費での費用が増大してしまったが概ね予定通り改修を

行うことができた。

各種調査・分析・評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

水量の増加する流末について排水可能な河川断面を確保することにより、高台からの

流水量の増加に対応することができ、災害に強い水路の構築ができたことから有用であ

ったと評価できる。

② コストに関する調査・分析・評価

修正設計では経済性を評価した上で工法などを決定している。また工事費の積算は岩

手県の積算基準等に基づいて行い、指名競争入札により業者を選定し適正に決定した。

従ってコストについては妥当と評価できる。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

本事業は用地買収のタイミングなどにより市単独で行ったが、独立行政法人都市再生

機構委託分との事業区分については綿密なうち合せを行い、効率的なおかつ経済的な施

工区分等の決定を行った。

工期については地権者との用地買収に時間を要したことで工事の着手が予定より遅

くなったことや、国道 45 号の橋梁工事とのタイミング調整等で時間を要したが、令和 2

年度までに事業を完了することができたので適正だったと評価できる。

工程 想定される事業期間 実際の事業期間

用地買収 平成 29 年度まで 平成 29 年度～令和元年度

工事 平成 30 年～令和元年度 平成 30 年度～令和 2年度



（位置図（施工区間））

（整備前） （整備後）

事業担当部局

建設部土地活用推進課 TEL0192-54-2111（内線 432）

国道 45号：国施工区間
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区
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【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 ◆D-17-4-7

事業名 区画整理事業関連市道補修事業

事業費 307,388 千円（国費：245,910 千円）

（内訳：請負工事費 307,388 千円）

事業期間 平成 30 年度～令和 2年度

事業目的・事業地区

新市街地の整備による高台住宅地の造成工事に伴う大量の発生土を周辺の市

道を通行し、かさ上げ地へ搬出しており、震災前には想定出来なかった量の大

型ダンプトラック等の工事用車両が通行したことにより、市道の損傷が著しい

状況であるため、市道補修工事を行うもの。

事業路線：市道鳴石線、市道相川鳴石線、市道鳴石和野線、市道高畑相川線、市道中長砂

荒沢線

事業結果

平成 30 年度 調査・設計

令和元年度 工事

令和 2年度 工事

市道 5路線 L=4,563ｍについて路上路盤再生工法による補修を行った。

高畑相川線 L=1600m 鳴石線 L=346m 中長砂荒沢線 L=1740m 鳴石和野線

L=578m 相川鳴石線 L=299m

事業の実績に関する評価

施工のタイミングに関しては大型車両の通行が少なくなる大規模盛土完了の時期を

見つつ発注を行い、適切な時期に補修を行った。また工法についても安価で早急に施工

が可能な路上路盤再生工を採用し、短期間での補修が可能となった。

各種調査・分析・評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

損傷の著しい路線について効果的に補修を行った。大規模盛土工事で損傷した路線の

補修を行い、その結果市民の通行の利便性・安全性が向上したことで事業として有用

であったと評価できる。

② コストに関する調査・分析・評価

積算は岩手県の積算基準等に基づいており、施工は指名競争入札により業者を選定

し適正に決定した。工法としては安価で実績のある路上路盤再生工法を採用した。そ

のため舗装打換え工法よりも安価でなおかつ短期に事業完了したものであることか

らコストについては妥当であると評価できる。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

独立行政法人都市再生機構による大規模盛土が完了し、大型車両の出入りがなく

なったタイミングを待って事業を開始しており、適切な時期に補修を行っている。

また、事業期間としては以下の通り打換え工法の約半分の期間で完了することが

できたと考えられ、事業期間・手法は妥当であったと評価できる。



延長 4,563 ㎡×平均幅員 6m＝27,378 ㎡

打換え工法の場合 27,378/360 ㎡/日≒76 日

路上路盤再生工の場合 27,378/790 ㎡/日≒34 日

※単純な工法のみによる日当たり施工量での比較

事業担当部局

陸前高田市建設部土地活用推進課 電話番号：0192-54-2111（内線 432）

想定される事業期間 実際の事業期間

工事 平成 30 年度～令和 2年度 平成 30 年度～令和 2年度



（位置図）

（整備後の状況）



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 D-5-3

事業名 災害公営住宅家賃低廉化事業（補助率変更分）

事業費 419,421 千円（国費：349,517 千円）

事業期間 令和元年度～令和 2年度

事業目的

東日本大震災による被災者向けに整備された災害公営住宅について、入居者の居住の安

定確保を図るため、低廉な家賃で住宅を提供する。

事業地区

下和野地区、水上地区、西下地区、柳沢前地区、中田地区

※別紙の図面を参照

事業結果〔概要〕

事業の実績に関する評価

本事業を実施することにより、事業主体の財政負担が軽減されるとともに、東日本大震

災により財産を失った被災者等の居住の安定に寄与した。

各種調査・分析・評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

延べ 488 世帯の被災者の生活安定に寄与しており、本事業は有効に活用されている。

② コストに関する調査・分析・評価

通常の公営住宅家賃対策補助事業と同様に、各年度の 10 月 1 日を基準日として、収

入超過者や空室等を除く全ての世帯を対象に、法令に基づく算定手法に基づき算出され

る近傍同種家賃と入居者負担基準額の差額を補助対象しており、適切なコストにより実

施できた。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

被災地においては集中的に大量の公営住宅を整備する必要があることに鑑みて、地方

公共団体の負担を軽減するため、補助率の引上げが行われており、それにより被災者の

早期の復興に寄与したことから事業手法としては適切であった。

事業担当部局

陸前高田市建設部建設課 電話番号：0192-54-2111（内線 444）

年度 対象世帯数 事業費 開始地区

令和元年度 152 世帯 88,135,100 円 下和野地区、水上地区、西下地区

令和 2年度 336 世帯 331,286,100 円 柳沢前地区、中田地区

想定される事業期間 実際の事業期間

事業期間 H31 年 4 月～R3 年 3 月 H31 年 4 月～R3 年 3 月





【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 ◆D-17-3-3

事業名 土地区画整理換地設計等事業（今泉地区）

事業費 692,800 千円（国費：554,235 千円）

（内訳：委託料 692,800 千円）

事業期間 令和 2年度～令和 3年度

事業目的・事業地区

今泉地区の区画整理事業における宅地整備工事及び換地計画策定のために必

要となる調査、測量及び設計の業務を行うもの

事業結果

令和２年度 調査、測量、設計、移転補償等

令和３年度 調査、測量、移転補償等

宅地整備工事及び換地設計策定のための調査、測量、換地計画策定等を行った

補償関連権利者調整等業務 １式、工事影響範囲周辺家屋事後調査業務 １式

水質調査等環境調査 １式、地質調査１式 引き継ぎ図書作成１式

整地設計等業務 １式 換地設計等業務 1式

事業の実績に関する評価

本市では土地区画整理事業整理の手法で市街地の復興を目指していたが、換地設計策定

のための調査、測量、換地計画策定業務は区画整理事業における重要な項目であり、これ

を本事業で進めたことで区画整理事業が円滑に進めることができ、復興事業の促進に寄与

することができたと評価できる。

各種調査・分析・評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

土地区画整理事業において換地設計その他調査測量は区画整理事業における最も重

要な要素であり、本事業はそれらの換地設計策定における調査に活用されている。本

業務により区画整理事業における換地処分までスムーズに完了したことから、有用な

事業であったものと評価できる。

② コストに関する調査・分析・評価

委託費の積算は岩手県の積算基準等に基づいており、コストは妥当であると評価で

きる。また本事業は独立行政法人都市再生機構に事業委託して実施しており、事業の

経済性やコスト緊縮に努めた発注がなされている。また、復興 CM 方式で事業が行わ

れたことからオープンブック方式により透明性のあるコスト採用もされた。従ってコ

ストについては妥当なものと評価できる。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

本事業は独立行政法人都市再生機構に事業委託し、復興 CM 方式で事業が行われた

ため、効率よく事業が行われたものと評価できる。事業期間としては令和 2年度の予

定であったが、換地処分に係る手続き等が関係機関との調整に時間を要し 1年ほど延

伸し令和 3年度に完了したが、事業規模や膨大な権利者数などを考慮すれば事業手法

は妥当であったと評価できる。



（位置図）
位置図

凡例

　　　　　：対象範囲

今泉地区　全体

補償物件調査算定：15名
営業補償調査算定：11件
補償説明資料作成：19名

金剛寺墓地

町裏地区
諏訪神社墓地

三本松周辺

垂井が沢地区

事業担当部局

陸前高田市建設部土地活用推進課 電話番号：0192-54-2111（内線 432）

想定される事業期間 実際の事業期間

測量調査設計 令和 2年度 令和 2年度～令和 3年度

移転補償・用地補償 令和 2年度 令和 2年度～令和 3年度



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 ◆D-17-3-4

事業名 土地区画整理関連下水道整備事業

事業費 799,134 千円（国費：639,307 千円）

（内訳：委託料 799,134 千円）

事業期間 令和２年度

事業目的・事業地区

今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業区内における汚水排水に必要な下

水道整備を行い、被災者の早期の移転及び住宅再建を図るもの

事業結果

汚水排水管設置 L=8,190m

塩ビ管φ150 L=7,186m,塩ビ管φ200 L=1,004m 小型ﾏﾝﾎｰﾙ N=71 箇所,

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ N=134 箇所,宅内枡 N=266 箇所

事業の実績に関する評価

土地区画整理事業区域内における重要なライフラインである汚水排水施設の整備を

行なうことで住宅の早期再建など、復興の促進に繋がったものと評価できる。

各種調査・分析・評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

汚水排水などのライフラインの整備に活用され、住民の早期再建の促進に活用された

ものと考えられることから、本事業の目的が達成されているものと評価できる。

② コストに関する調査・分析・評価

委託費の積算は岩手県の積算基準等に基づいており、コストは妥当であると評価で

きる。また本事業は独立行政法人都市再生機構に事業委託して実施しており、事業の

経済性やコスト緊縮に努めた発注がなされている。また、復興 CM 方式で事業が行わ

れたことからオープンブック方式により透明性のあるコスト採用もされた。

従ってコストとしては妥当な金額であるものと評価できる。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

本事業は独立行政法人都市再生機構に事業委託し、復興 CM 方式で事業が行われた

ため、効率よく事業が行われたものと評価できる。なお、事業期間としては当初の計

画通り令和 2 年度で完了したものであり、事業期間・手法は妥当であったものと評価で

きる。

事業担当部局

陸前高田市建設部土地活用推進課 電話番号：0192-54-2111（内線 432）

想定される事業期間 実際の事業期間

工 事 令和 2 年度 令和 2 年度



（位置図）

実施箇所実施箇所実施箇所実施箇所



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 ◆D-17-4-8

事業名 土地区画整理換地設計等事業（高田地区）

事業費 778,360 千円（国費：622,684 千円）

（内訳：委託料 778,360 千円）

事業期間 令和２年度～令和３年度

事業目的・事業地区

高田地区の区画整理事業における宅地整備工事及び換地計画策定のために必

要となる調査、測量及び設計の業務を行うもの。

事業結果

令和 2年度 調査、測量、設計、補償移転等

令和 3年度 調査、測量、移転補償等

宅地整備工事及び換地設計策定のための調査、測量、換地計画策定等を行った

補償関連権利者調整等業務 １式、工事影響範囲周辺家屋事後調査業務 １式

水質調査等環境調査 １式、地質調査１式 引き継ぎ図書作成１式

整地設計等業務 １式 換地設計等業務 1式

事業の実績に関する評価

本市では土地区画整理事業整理の手法で市街地の復興を目指していたが、換地設計策定

のための調査、測量、換地計画策定業務は区画整理事業における重要な項目であり、これ

を本事業で進めたことで区画整理事業が円滑に進めることができ、復興事業の促進に寄与

することができたと評価できる。

各種調査・分析・評価

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

土地区画整理事業において換地設計その他調査測量は区画整理事業における最も

重要な要素であり、本事業はそれらの換地設計策定における調査に活用されている。

また、換地処分に係わる各種システムの住所変更業務にも活用されており、換地処分

に係る住所変更もスムーズに行われ、市民生活の利便性に寄与していることから本事

業は事業目的に即した効果を発揮しているものと評価できる。

② コストに関する調査・分析・評価

委託費の積算は岩手県の積算基準等に基づいており、コストは妥当であると評価で

きる。また本事業の一部は独立行政法人都市再生機構に事業委託して実施しており、

事業の経済性やコスト緊縮に努めた発注がなされている。また、復興 CM 方式で事業

が行われたことからオープンブック方式により透明性のあるコスト採用もされたこ

とからコストについては妥当であるものと評価できる。

③ 事業手法に関する調査・分析・評価

本事業は独立行政法人都市再生機構に事業委託し、復興 CM 方式で事業が行われた

ため、効率よく事業が行われたものと評価できる。事業期間としては換地処分に係わ

る業務が関係機関との調整に時間を要し 1年ほど延伸した。工程の遅れの原因は、事

業計画時点では予期できない事象であったと判断して、特に問題ないものと評価でき

る。



（位置図）（一部抜粋）

事業担当部局

陸前高田市建設部土地活用推進課 電話番号：0192-54-2111（内線 432）

想定される事業期間 実際の事業期間

調査測量設計業務 令和 2年度 令和 2年度～令和 3年度


